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画
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づ
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衆
議
院
議
員
橘
慶
一
郎
君
提
出
第
三
次
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
に
基
づ
き
国
家
行
政
に
お
け
る
女
性
公
務
員
の
参
画

を
進
め
る
取
り
組
み
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

国
際
連
合
開
発
計
画
の
「
人
間
開
発
報
告
書
」
及
び
世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ギ
ャ
ッ

プ
報
告
書
」
に
よ
れ
ば
、
「
人
間
開
発
指
数
」
は
、
長
寿
で
健
康
な
生
活
、
知
識
及
び
人
間
ら
し
い
生
活
水
準
と
い
う
三
つ

の
側
面
か
ら
人
間
開
発
の
達
成
度
を
測
る
指
数
、
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
不
平
等
指
数
」
は
、
人
間
開
発
の
達
成
が
男
女
の
不
平
等

に
よ
っ
て
ど
の
程
度
妨
げ
ら
れ
て
い
る
か
を
測
る
指
数
、
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ギ
ャ
ッ
プ
指
数
」
は
、
経
済
分
野
、
教
育
分
野
、

保
健
分
野
及
び
政
治
分
野
に
お
け
る
男
女
間
の
格
差
を
測
る
指
数
と
さ
れ
て
い
る
。

我
が
国
の
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ギ
ャ
ッ
プ
指
数
」
の
順
位
が
著
し
く
低
い
要
因
と
し
て
は
、
経
済
分
野
に
お
け
る
管
理
職
に

占
め
る
女
性
の
割
合
、
政
治
分
野
に
お
け
る
国
会
議
員
に
占
め
る
女
性
の
割
合
等
が
諸
外
国
に
比
べ
て
特
に
低
い
こ
と
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
に
つ
い
て

政
府
に
お
い
て
は
、
「
女
性
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援
策
の
推
進
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
五
年
六
月
二
十
日
男
女
共
同
参
画
推

一



進
本
部
決
定
）
に
お
い
て
、
「
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
、
二
千
二
十
年
ま
で
に
、
指
導
的
地
位
に
女
性
が
占
め
る

割
合
が
、
少
な
く
と
も
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
に
な
る
よ
う
期
待
す
る
」
と
い
う
目
標
を
掲
げ
て
い
る
が
、
「
指
導
的
地
位

」
に
占
め
る
女
性
の
割
合
は
全
体
的
に
緩
や
か
に
増
加
し
て
い
る
も
の
の
、
多
く
の
分
野
に
お
い
て
い
ま
だ
目
標
を
達
成
し

て
い
な
い
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
「
政
策
・
方
針
決
定
過
程
へ
の
女
性
の
参
画
」
に
関
す
る
「
国
際
比
較
」
を
行
っ
て
い
る
国

際
労
働
機
関
や
列
国
議
会
同
盟
の
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、管
理
的
職
業
従
事
者
や
国
会
議
員
に
占
め
る
女
性
の
割
合
に
つ
い
て
、

我
が
国
は
諸
外
国
と
比
べ
て
低
く
な
っ
て
い
る
。

社
会
の
各
分
野
に
お
け
る
女
性
の
参
画
を
拡
大
す
る
た
め
に
は
、
今
後
よ
り
一
層
、
女
性
の
能
力
開
発
や
子
育
て
支
援
等

の
環
境
整
備
を
図
る
と
と
も
に
、
女
性
の
登
用
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

人
事
院
及
び
総
務
省
が
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
一
日
に
公
表
し
た
「
女
性
国
家
公
務
員
の
採
用
・
登
用
の
拡
大
状
況
等

の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
実
施
結
果
」
（
以
下
「
二
十
三
年
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
」
と
い
う
。
）
に
よ
れ
ば
、
国
家
公
務
員
採
用

試
験
か
ら
の
採
用
者
に
占
め
る
女
性
の
割
合
は
、
平
成
十
九
年
度
は
二
十
六
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
二
十
年
度
は
二
十
四

・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
二
十
一
年
度
は
二
十
五
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
二
十
二
年
度
は
二
十
六
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
平

二



成
二
十
三
年
度
は
二
十
六
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

二
十
三
年
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
並
び
に
人
事
院
及
び
総
務
省
が
平
成
二
十
年
十
月
二
十
七
日
に
公
表
し
た
「
女
性
国
家
公
務

員
の
採
用
・
登
用
の
拡
大
状
況
等
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
実
施
結
果
」
に
よ
れ
ば
、
国
の
本
省
課
室
長
相
当
職
以
上
の
職
に

占
め
る
女
性
の
割
合
は
、
平
成
十
八
年
一
月
現
在
で
一
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
九
年
一
月
現
在
で
一
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、

平
成
二
十
年
一
月
現
在
で
二
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
二
十
一
年
一
月
現
在
で
二
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
二
十
二
年
一
月

現
在
で
二
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

政
府
に
お
い
て
は
、
女
性
職
員
の
採
用
・
登
用
の
拡
大
等
を
図
る
た
め
、
「
第
三
次
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
」
（
平
成

二
十
二
年
十
二
月
十
七
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
第
三
次
計
画
」
と
い
う
。
）
、
人
事
院
が
策
定
し
た
「
女
性
国
家
公
務
員
の

採
用
・
登
用
の
拡
大
等
に
関
す
る
指
針
」
（
平
成
二
十
三
年
一
月
十
四
日
付
け
人
企－

一
四
人
事
院
事
務
総
長
通
知
）
等
に

基
づ
き
、
各
府
省
の
「
女
性
職
員
の
採
用
・
登
用
拡
大
計
画
」
の
見
直
し
、
有
為
の
女
性
を
公
務
に
誘
致
す
る
た
め
の
多
様

で
実
効
性
の
あ
る
募
集
・
啓
発
活
動
、
女
性
職
員
の
職
域
拡
大
等
の
職
務
経
験
を
通
じ
た
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
支
援
等
を
行
っ

三



て
い
る
。

六
に
つ
い
て

国
の
本
省
課
室
長
相
当
職
以
上
の
職
に
占
め
る
女
性
の
割
合
を
高
め
る
た
め
に
は
、
今
後
よ
り
一
層
、
女
性
職
員
の
職
域

拡
大
、
女
性
職
員
に
対
す
る
研
修
の
機
会
の
充
実
、
仕
事
と
生
活
の
調
和
の
推
進
等
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
。

七
に
つ
い
て

政
府
に
お
け
る
女
性
職
員
の
職
域
拡
大
に
つ
い
て
は
、
第
三
次
計
画
等
に
お
い
て
、
女
性
職
員
の
管
理
職
へ
の
登
用
を
推

進
す
る
た
め
の
具
体
的
施
策
の
一
つ
と
し
て
掲
げ
て
お
り
、
各
府
省
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
女
性
職
員
が
就
い
た
こ
と
の

な
い
ポ
ス
ト
へ
の
女
性
職
員
の
配
置
、女
性
職
員
へ
の
多
様
な
職
務
経
験
の
付
与
等
の
取
組
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四


